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要約 

 本研究は、産業革命前からの地球温暖化を一定のレベルに抑制するための累積温室効果ガス

（GHG）排出許容量である世界全体のカーボン・バジェットと、GHG排出削減努力の各国分

担において広く参照される公平性基準に基づいた努力分担方法を用いて、日本に「公平」に割

り当てられるカーボン・バジェットを算出した。同時に、日本について算出されたカーボン・

バジェット内に排出量を抑えるための2100年までの例示的なGHG排出経路も明らかにし、本

研究でのレファレンス・シナリオである日本の現行の中長期温暖化対策数値目標の下での累積

GHG排出量およびGHG排出経路（Nationally Committed Amount：NCA）と比較した。 

 その結果、努力分担方法として、1）一人当たり排出量の収斂（CPE）、2）共通だが差異化

された収斂（CDC）、3）温室効果発展権利（GDRs）の3つを用い、産業革命以降の全球平均

気温上昇を2℃以下に抑制する（2℃目標）ために必要な1990～2100年の世界全体のカーボン・

バジェットを1800Gt-CO2e（土地利用・土地利用変化・林業を除く）と設定した場合、CPE

およびCDCの下では、同時期に日本に割り当てられるカーボン・バジェットはそれぞれ

51Gt-CO2eおよび54Gt-CO2eと算出された（図参照）。この量は、NCAに基づく2100年まで

の累積GHG排出量の50～60％程度である。また、日本は2013年までに約31Gt-CO2のGHGを

排出しており、仮に日本が現在のGHG排出レベルを維持するとした場合、CPEおよびCDCで

割り当てられるカーボン・バジェットを2030年代初めには使い切ってしまうことになる。一方、

GDRsの場合、1990～2100年の日本のカーボン・バジェットは、日本が持つ「責任」と「能力」

の大きさのためマイナス値となる。 

2℃目標達成に十分かつ「公平」な日本のGHG排出量は、CPEおよびCDCで2014年からた

だちにGHG排出削減を開始する場合、2020年においては1990年比−22～−27%、2030年にお
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いては1990年比−54～−66%となる。一方、現行の政府公約に従って2020年以降にGHG排出削

減を開始する場合、2030年のGHG排出削減量はより大きいものになる。 

本研究では、現行の日本政府のGHG排出削減目標に基づく2020年から2050年までの年間平

均GHG排出削減量は、CPEの下で2014年から即時にGHG排出削減行動を取る場合に必要な年

間平均GHG排出削減量にほぼ等しいことも明らかにした。 

以上の結果は、日本がカーボン・バジェットおよび一般的な公平性基準を考慮するのであれ

ば、排出削減を先延ばしせずに2020年目標を現行のものより野心的なものにして累積GHG排

出量を押さえ、2020年からの年間平均GHG削減量をより現実的なレベルに抑えることが好ま

しいことを示唆する。 

一方、GHG 排出削減の先延ばしは、GHG 排出の固定化（ロック・イン）を招き、将来の選

択肢を限定する。現在、日本において建設が計画されている新規火力発電所（11.4GW）がす

べて石炭火力発電となると仮定すると、40 年間の稼働年数の間に排出する GHG 総量は 2.7 

Gt-CO2e に上り、これは日本に残されたカーボン・バジェットの 12~14%を占める。 

また、仮に 2014 年 8 月時点で運転再開の申請が行われている 13 発電所の原子炉 19 基すべ

てが再稼働した場合、運転期間 40 年、設備利用率 70%を想定すると、回避される総 CO2排出

量は試算されたカーボン・バジェットの 7~8%程度になる。また、2030 年時点での 19 基の再

稼働による CO2排出回避量は、日本の 1990 年 CO2排出量の約 5％となる。 

 

      

図 カーボン・バジェット・アプローチおよび現行政府目標下での         

日本の例示的 GHG排出経路 
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政策との関連 

 国際的に合意された2℃目標を達成するには、世界全体での累積GHG排出量を限度内に抑え

なければならない。しかし、公平性を考慮した一定のルールの下で各国に累積GHG排出量の

上限を設けるカーボン・バジェット・アプローチの考え方や具体的な公平性に関わる基準や原

則は、日本のGHG排出削減数値目標を設定する際になかなか議論されて来なかった。逆に、

現在、日本では2011年の福島第一原発事故後に石炭火力発電所の新設計画が相次いでおり、こ

れは大量のGHG排出を2050年まで長期にわたり「固定化（ロック・イン）」することになる。

本研究では、日本の現行の温暖化対策数値目標と、科学的な分析に基づく「公平な排出削減努

力分担」から求められる数値目標との差異について定量的に算出し、気候変動政策およびエネ

ルギー政策のあり方について具体的に論じた。 
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＜単位・頭字語・略語一覧＞ 

 

単位・頭字語・略語 説明 

BAU 
なりゆき（Business As Usual）：追加的な政策がない場合の GHG 排出量などの予測シナ

リオ 

CPE 
一人当たり排出量収斂（Converging Per Capita Emissions）：温室効果ガス排出削減努力

分担方法の一種類 

CDC 
共通だが差異化された収斂（Common but Differentiated Convergence）：温室効果ガス排

出削減努力分担方法の一種類 

GDRs 
温室効果発展権利（Greenhouse Development Rights）：温室効果ガス排出削減努力分担方

法の一種類 

C&C 
収縮と収斂（Contraction and Convergence）：温室効果ガス排出削減努力分担方法の一種

類 

CO2 二酸化炭素 

CO2e 二酸化炭素換算 

GHG 温室効果ガス（Greenhouse Gases） 

Gt ギガトン＝10 億トン（重量単位） 

GW ギガワット＝10 億ワット＝100 万キロワット（発電設備容量単位） 

IPCC AR5 
気候変動に関する政府間パネル第 5 次評価報告書（Intergovernmental Panel on Climate 

Change 5th Assessment Report） 

KP 京都議定書（Kyoto Protocol） 

KP-CP1 京都議定書第一約束期間（2008〜2012 年：Kyoto Protocol 1st Commitment Period） 

KPTAP 
京都議定書目標達成計画（Kyoto Protocol Target Achievement Plan）：日本政府による京

都議定書目標達成のための計画および施策。各セクターの数値目標などを含む。 

kW キロワット（発電設備容量単位） 

kWh キロワット時＝3.6 メガジュール（発電量およびエネルギー単位） 

LULUCF 土地利用・土地利用変化及び林業分野における CO2吸収源活動 

MJ メガジュール＝100 万ジュール（エネルギー単位） 

Mt メガトン＝100 万トン（重量単位） 

NCA 

Nationally Committed Amount: 本研究でレファレンスとして設定した日本の現行の中長

期温暖化対策数値目標（2020 年および 2050 年）の下での累積 GHG 排出量および GHG

排出経路 

SRES 
IPCC による「排出シナリオに関する特別報告書（IPCC Special Report on Emissions 
Scenarios）」 

UNFCCC 国連気候変動枠組条約（United Nations Framework Convention on Climate Change） 
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1.    はじめに 

日本は将来のエネルギー政策および気候変動政

策の方向を定める上で分水嶺に立っている。2009

年 12 月、デンマークのコペンハーゲンで開催され

た国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第 15 回締

約国会合（COP15）において、当時与党であった

民主党主導の日本政府は、2020 年までに温室効果

ガス（GHG）排出量を、「すべての主要国による

公平かつ実効性のある枠組みの構築と野心的な目

標の合意」を前提に、1990 年レベルから 25%削減

すると約束した（UNFCCC 2009）。このいわゆ

る「コペンハーゲン目標」は、主に原子力発電所

の増設による達成を見込んでいた（METI 2010）。

しかし、2011 年の福島第一原子力発電所の事故後、

原子力発電の拡大による電力の低炭素化は困難に

なった。したがって、2013 年、ポーランドのワル

シャワで開催された COP19 では、現自民党政権が、

COP15 における 25%削減目標を見直した新たな

目標（「ワルシャワ目標」）を公式表明した。こ

の 2005 年比 3.8%削減を目指す新目標は、1990 年

比 3.1%増に相当し、2020 年時点での原子力発電量

をゼロと想定した暫定的なものと位置づけられて

いる。一方で日本政府は、2012 年に、2050 年まで

に GHG 排出量の 80%削減を目指す長期目標を盛

り込んだ第 4 次環境基本計画を閣議決定している

（MOE 2012）。 

 日本の気候変動政策およびエネルギー政策が不

透明な中、地球規模の気候変動は以前に増して喫

緊な問題となっている。2013 年 10 月に気候変動

に関する政府間パネル（IPCC）の第 1 作業部会

（WG1）が公表した第 5 次評価報告書（AR5）で

は、気候変動に関する科学的な検証を詳細に行っ

ている（IPCC 2013）。同報告書では、地球温暖

化を一定のレベルに抑制するための GHG 累積排

出量の上限である「カーボン・バジェット」の概

念が明確に示された。 

 現在、UNFCCC の下、条約締約国は、全球平均

気温上昇を産業革命以前比で 2℃以内に抑えるこ

とを目指すことに合意している（いわゆる 2℃目

標）。この合意は、論理的に考えれば、累積 GHG

排出量の管理を 2℃目標達成に向けた長期的な国

家間のカーボン・バジェットとの整合性を持って

行うことの重要性、および各国の GHG 排出量削減

数値目標をカーボン・バジェットとの整合性に照

らし合わせて策定・評価することの重要性を示し

ている（Tamura 2014）。 

 世界全体でのカーボン・バジェットを設定し、

その中で一定のルールの下に国毎のカーボン・バ

ジェットを割り当てて各国の GHG 排出削減努力

の分担の大きさを決めるアプローチ（本稿におけ

るカーボン・バジェット・アプローチ）は、すで

に複数の研究グループや政府が提案している

（WBGU 2009; Horstmann and Scholz 2011; 

BASIC Experts 2011）。この方法では、世界のカ

ーボン・バジェットは、特定の公平性などに関す

る基準や原則に基づいて各国・地域に分配される。

例えばドイツの Ecofys は、オーストラリアおよび

EU に対する国・地域別のカーボン・バジェットと、

長期的なカーボン・バジェット内で排出量を管理

するための具体的な GHG 排出経路を複数の GHG

排出削減努力分担方法を用いて算出している

（Höhne and Moltmann 2009; WWF Australia 

2013; de Vos et al. 2014）。 

 本研究は、国際社会が持つ 2℃目標の達成と一般

的な公平性原則の両方に整合的な日本のカーボ

ン・バジェットおよび GHG 排出経路を明らかにす

る。また、日本において排出削減の開始が遅れた

場合の影響を定量的に求め、算出した「公平」な

カーボン・バジェットや GHG 排出経路が、日本政

府が現在掲げる中長期的な GHG 排出目標や具体

的なエネルギー政策との整合性を有するか否かに

ついても明らかにする。 
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2.    最近の日本における GHG

排出 

本節では、日本における近年の GHG 排出状況を

簡述する。 

 図 1 は、1990～2012 年の日本の年度別 GHG 排

出 実 績 を 示 す 。 京 都 議 定 書 第 一 約 束 期 間

（KP-CP1：2008〜2012 年）において、日本は 1990

年比 6%削減を目標とした。福島第一原発事故以降

GHG 排出量が増加したにもかかわらず日本はこ

の KP-CP1 目標を達成している（MOE 2014）。

土地利用・土地利用変化および林業分野の吸収源

活動（LULUCF）の実質削減量および海外からの

京都ユニット 購入iによる削減を計上すると、日本

は KP-CP1 に 1990 年比平均 8.4%の GHG 排出削 

減を実現したことになる（MOE 2013）。 

しかし、2008～2012 年までの日本国内の年間平

均 GHG 排出量は 1990 年比 1.4%増である

（LULUCF を除く）。KP-CP1 の 5 年間に海外か

ら獲得した京都ユニットの平均は年間74Mt-CO2e

であり、これは 1990 年の排出量の約 6%に相当す

る。2008～2010 年の間に見られる GHG 排出量の

急落は、主に 2008 年に発生した世界金融危機によ

るもので（MOE 2011）、日本の KP-CP1 の目標

達成に大きく寄与したといえる。 

 図 2 は、日本の 1990～2012 年の一人当たり

GHG 排出量および GDP 当たり GHG 排出量の推

移を示す（2005 年米ドル値）。これより日本にお

ける GDP 当たり GHG 排出量は 1990～2012 年に

13%減少したものの、一人当たりの GHG 排出量は

わずかながら上昇していることがわかる。

 

 

 

図 1. 日本の年間 GHG 排出量（1990~2012 年） 

注：年間京都ユニット取得量は 2008 年から 2012 年までに獲得した総ユニットの 5 年間平均 

出典：温室効果ガスインベントリオフィス（GIO 2014）のデータに基づき Kuramochi（2014）作成を改変 

 

 

 

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

G
H
G
 e
m
is
si
o
n
s 
  (
M
t‐
C
O
2
e
)

Fiscal Year

Excluding LULUCF Including LULUCF Including LULUCF and Kyoto Mechanism Credits

+/‐ 0% vs. 1990

‐ 6% vs. 1990

Kyoto Protocol  1st commitment period



8        Institute for Global Environmental Strategies / Working Paper 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2. 日本の一人当たり GHG 排出量および GDP 当たり GHG 排出量（1990～2012 年） 

注：GDP データは購買力平価（PPP）に調整して実質 2005 年国際ドルを使用 

出典：GIO（2014）の GHG 排出量データおよび世界銀行（2013）の人口および GDP（PPP ベース）      

データに基づき Kuramochi（2014）作成を改変 
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3．方法 

本研究は、Ecofys が開発した Evolution of 

Commitments（EVOC）のバージョン 8 を用い、

Höhne and Moltmann（2009）の分析を発展させ

たものである。EVOC は気候変動政策決定補助ツ

ールであり、複数の国際気候変動将来枠組みの制

度設計のもとでの各国の GHG 排出量などを定量

化する。Höhne and Moltmann（2009）では、

LULUCF を除く世界の GHG 排出量は 2050 年ま

でに 1990 年レベルから 80%削減されると想定す

る。また、1990〜2100 年における世界のカーボ

ン・バジェットあるいは累積 GHG 排出許容量は、

LULUCF を除くと約 1800Gt-CO2e、LULUCF を

含めると 1600Gt-CO2e と設定する。これは CO2

換算濃度では、およそ 400ppm の安定レベルに達

する量であり、高い確率で 2℃目標を達成する

（Höhne et al. 2014a）。 

 なお、国別カーボン・バジェットなどの算出に

おいては、IPCC の「排出シナリオに関する特別報

告書（Special Report on Emissions Scenarios: 

SRES）」（Nakicenovic et al. 2000）における国

内総生産（GDP）や人口といった主要な経済社会

成長要因を踏まえた異なる前提を設けた 6 つの参

照シナリオの全てを考慮した中央値を用いている。 

3.1.  国家間の GHG排出削減努力分担 

 GHG 排出削減努力の分担方法に関する既存研

究は数多くあり、大部分は、次の 4 つの基準のう

ちの 1 つ、あるいは複数個を参照している（Höhne 

et al. 2014a）。それは、（i）責任（歴史的 GHG

排出量）、（ii）能力（所得）、（iii）平等（一人

当たり GHG 排出量均等）、（iv）費用対効果、で

ある。このうち、（i）、（ii）、（iii）は、明確な

公平性原則に基づいている（Höhne et al. 2014a）。

IPCC 第 5 次評価報告書（IPCC AR5）の第 3 作業

部会報告書（IPCC 2014）および Höhne et al.

（2014a）は、上記 4 つの基準に対して、さらに 2

つ以上の基準を組み合わせた（v）責任・能力・発

展権利（（i）と（ii）の組み合わせ）、（vi） 均

等な一人当たり累計 GHG 排出量（（i）と（iii）

の組み合わせ）、（vii）段階的方法（（i）から（iii）

の組み合わせ）の 3 つを加えた計 7 つに、各基準

を参照している大部分の努力分担方法は分類でき

るとしている。 

 本研究では、上記の公平性の基準、原則、そし

て努力分担方法の分類を考慮した次の 3つのGHG

排出削減努力分担方法を用いて日本のカーボン・

バジェットを算出した。それらは、1）一人当たり

排出量の収斂（Converging Per Capita Emissions: 

CPE）、2）共通だが差異化された収斂（Common 

but Differentiated Convergence: CDC）、3）温室

効果発展権利（Greenhouse Development Rights: 

GDRs）である。 

 各分担方法の概要を以下で説明する（表 1）。

CPE は 1990 年代に Global Common Institute

（GCI）が提案した「収縮と収斂（Contraction and 

Convergence: C&C）」を参考にしているii。一方、

CDCおよびGDRsは複数の公平性基準に基づいて

いる。CDC は CPE を「改良」する形で Höhne et 

al.（2006）が考案し、前述の（vii）の「段階的方

法」（Höhne et al. 2014a）に分類され、（i）か

ら（iii）の公平性基準を全て含む。GDRs は世界全

体のカーボン・バジェットをもとに、GHG 排出の

成り行きシナリオ（BAU）からの排出削減必要量

を 2 つの公平性基準（「責任」と「能力」）に従

って国家間で分担する（Baer et al. 2007）。同時

に一人当たりの GDP が一定レベルの閾値以下の

人については、「発展する権利」があるとして国

に関係なく削減義務を負わせない設定となってい

る。よって GDRs では、高所得・高排出国に割り

当てられるカーボン・バジェットは低所得・低排

出国のそれらに比べ少なくなる。 

 この 3 つの GHG 排出削減努力分担方法に加え、

本研究では日本政府が現在掲げる 2020 年および 
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表 1.  3 つの GHG 排出削減努力分担方法の概要 

出典：Höhne and Moltmann（2009）、Höhne et al.（2014a）

 

 

 

 

 

 

 

努力分担方法 概要 
公平性基準 

責任 能力 平等 

一人当たり排出量

収斂（Converging Per 

Capita Emissions: 

CPE） 

国の発展度や GHG 排出量に関わらず、各国は、予め決められた

年（本研究では 2050 年に設定）までに一人当たり GHG 排出量

を現在の水準から全世界共通の一定水準に収斂する。世界全体の

累計GHG排出量は世界全体のカーボン・バジェット内に留める。

現在一人当たりの排出量が極めて低い途上国には成り行きシナ

リオ（BAU）の累積排出量の排出枠が与えられる。 

  X 

共通だが差異化さ

れた収斂（Common 

but Differentiated 

Convergence: CDC）  

CPE と同じく、各国は 2050 年までに均等な一人当たり GHG 排

出量に収斂する。しかし、UNFCCC 非附属書 I 国には、一人当

たりGHG排出量が一定水準に達した時にのみ数値的な削減目標

達成義務が生じる。この一定水準とは、世界で徐々に GHG 排出

量が減少する過程における一人当たりGHG排出量の世界平均に

対する割合（68%-71%、SRES 参照シナリオによって異なる）と

定義される。非附属書 I 国の後発的な削減義務を認めることによ

り、当該国の一人当たり GHG 排出量（平等）、経済発展度合い

（能力）、世界全体の GHG 排出量に占める歴史的割合（歴史的

責任）を一定程度考慮している。一人当たり GHG 排出量が一定

レベルに達しない限り削減義務が生じないため、いかなる国にも

BAU シナリオ以上の排出枠は与えられない。 

X X X 

温室効果発展権利

（Greenhouse 

Development Rights: 

GDRs）  

世界全体の炭素排出許容量を、能力（所得）および責任（1990

年以降の歴史的 GHG 排出量）という二つの公平性基準に基づき

BAU からの削減必要量を国家間に分配する。高所得・高 GHG

排出国は、低所得・低 GHG 排出国に比べ、割り当られるカーボ

ン・バジェットは小さい。GHG 排出削減義務が課される最低所

得水準は、Baer et al.（2007）が提案する 7500 米ドル（2005 年実

質）/年を本研究では用いている。 

X X  
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2050 年までの GHG 排出削減数値目標における

GHG 排出経路および累積 GHG 排出量も提示する

（これをNationally Committed Amount: NCAと

呼ぶ）。前述の通り、現行の日本政府の GHG 排出

削減数値目標は、2020 年には 1990 年比 3.1%増、

2050 年には 1990 年比 80%削減である。2100 年ま

での NCA における GHG 排出経路の算出には、日

本のGHG排出量が 2013～2020年までの 7年間と

2020～2050 年の 30 年間に直線的に変化し、2050

～2100 年の平均年間 GHG 排出量が 1990 年レベ

ルの 10%であると想定する。なお、前述のように

NCA は削減努力分担に関する公平性の基準や原則

を参照していないことから、本研究ではレファレ

ンスとして扱う。 

3.2.   削減努力シナリオ、残余バジェット、

例示的 GHG排出経路 

 Höhne and Moltmann（2009）は、特定の国・

地域のカーボン・バジェットおよび 2100 年までの

GHG 排出経路を算出しており、これは、2010 年

以降に世界で大幅な排出削減行動が取られること

を前提にしている。しかし、2014 年現在、日本を

含めた多数の国々は、2℃目標達成のために必要な

レベルの削減努力をしていない。したがって、本

研究では、GHG 排出削減行動の遅れが 2100 年ま

での GHG 排出経路に及ぼす影響を分析するため、

積極的な削減行動の開始年が異なる以下の 2 つの

シナリオ下での GHG 排出経路を算出する。  

シナリオ A：2014年から即時に排出削減 

GHG 排出削減の開始年を 2014 年とし、日本が

与えられたカーボン・バジェット内に収まるペ

ースで排出削減を行うと仮定する。本シナリオ

は、Höhne and Moltmann（2009）の分析に比

べると、すでに 4 年の排出削減行動の遅れが生

じていることを考慮している。 

 

シナリオ B：2020年まで排出削減を遅延 

2020 年に日本が前述の「ワルシャワ目標（90

年比 3.1％増加）」を達成した後に初めてカーボ

ン・バジェット内に収まるペースで GHG 排出削

減を開始すると想定する。本シナリオが目指す

のは、日本が「ワルシャワ目標」を変更しない

場合の 2020 年以降に日本に必要な GHG 排出経

路を示すことである。    

 一定のカーボン・バジェット内で異なるシナリ

オを使った GHG 排出経路の導出方法については、

Fekete et al.（2013）に従う（図 3）。すなわち

GHG 排出量は削減行動の開始年（tbase）から収斂

年（tcon）までの間に線形的に減少すると仮定し、

行動開始年はシナリオによって異なり、収斂年は

残余カーボン・バジェットに合わせ最適化される。

GHG 排出量は収斂年から 2100 年（tend）まで安定

的に推移すると想定し、この安定水準は GHG 排出

削減努力分担方法によって異なる。 

 前述のように、Höhne and Moltmann（2009）

における分析では、最新の GHG 排出実績データ等

が反映されていない。したがって、本研究では、

GHG 排出削減の開始年から 2100 年までの日本に

おける残余カーボン・バジェットを Fekete et al.

（2013）に基づいて以下のように算出した。すな

わち、Höhne and Moltmann（2009）による世界

全体のカーボン・バジェットはそのまま使用し、

日本が 1990 年から 2012 年までにすでに排出した

GHG 総量（消化カーボン・バジェット）の算出に

は最新の日本の GHG インベントリ報告書（GIO 

2014）を使用した。前述の日本政府の「ワルシャ

ワ目標（90 年比 3.1％増）」として掲げられた 2020

年までの GHG 排出削減数値目標は、日本政府が

UNFCCC に提出した「第１回隔年報告書」したiii。

同報告書は日本の「ワルシャワ目標（90 年比 3.1%

増）」における 2020 年時点の GHG 排出量を

1337Mt-CO2e（海外からの獲得クレジットを含み

LULUCF を除く）としており、（Government of  
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Japan 2013）をもとに、LULUCF による取得分を

考慮するため再計算し、これは 2005 年比で 1%の

減少となった。2012～2020 年の成り行きシナリオ

（BAU）の場合の GHG 排出量は、2012 年の GHG

排出量から 2020 年の GHG 排出量までの線形補間

によって推定した。 

 

 

図 3. カーボン・バジェットの算出方法 

        出典：Fekete et al.（2013） 

 

 

 

 

   

tbase tendtcon

A1

A2

A3

A1 + A2 + A3 = Total carbon budget

A2 + A3 = Remaining carbon budget

A3 = E(tend) * (tend-tbase-1) 

A2 = 0.5* (E(tbase)-E(tend))*(tcon-tbase)

tcon = 2*A2/(E(tbase)-E(tend)) + tbase

tstart

Annual GHG emissions 

[MtCO2e/yr]

Time [yr]
E(tend)

E(tbase)
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4.  結果 

4.1.  カーボン・バジェットの算出 

 表 2 は、前述の 4 つの GHG 排出削減努力分担

方法によって割り当てられた 1990〜2100 年の日

本のカーボン・バジェット、現時点までに消化（排

出）したカーボン・バジェット、そして残余カー

ボン・バジェットを示す。この表 2 が示すように、

CPE および CDC の下では、日本のカーボン・バ

ジ ェ ッ ト は 、 そ れ ぞ れ 51Gt-CO2e お よ び

54Gt-CO2e と算出された。また、1990〜2013 年に

日本は約 32Gt-CO2e の GHG を排出した。これら

は、日本は CPE および CDC という 2 つの排出削

減努力分担方法および 2℃目標を達成するという

条件の下で「公平」な努力分担量として算出され

る量の 57〜61%をすでに消化（排出）しているこ

とを示す。さらに、日本が 2012 年の GHG 排出レ

ベルと同量の GHG 排出を続けた場合、日本の残余

カーボン・バジェットは遅くとも 2031 年にはゼロ

になる。 

 一方、もう一つの努力分担方法である GDRs の 

場 合 の カ ー ボ ン ・ バ ジ ェ ッ ト は マ イ ナ ス

（−25Gt-CO2e）である。これは、GDRs の場合、

世界全体の BAU シナリオ比 GHG 排出削減必要量

から、2 つの公平性基準（「責任」と「能力」）を

重視し、かつ低所得者の GHG 排出を免除して各国

の努力分担量を決めるからである。すなわち日本

のような先進国の場合、その「責任」と「能力」

の大きさから 21世紀後半での負担量が多くなると

同時に、BAU 自体が人口減少などもあって GHG

排出が減少傾向になる。したがって、長期的スパ

ンでのカーボン・バジェットを計算すると全体で

マイナス値となる。なお、政策関連の議論をマイ

ナス値のカーボン・バジェットをもとに行うこと

は実際上困難であるため、本研究では、とりあえ

ずこれ以上 GDRs の分析を行わない。 

 本研究で設定したレファレンス・シナリオであ

る NCA、すなわち日本が現行の 2020 年と 2050

年の政府目標に従って GHG 排出を続けるとした

場合、1990 年から 2100 年までの累積 GHG 排出

量は 70Gt-CO2e となる。これは、2℃目標および

公平性を考慮した CPE と CDC に比較して、それ

ぞれ 16Gt-CO2e と 19Gt-CO2e だけ大きい。 

   

表 2.  4 つの GHG 排出削減努力分担方法による日本のカーボン・バジェット、消化割合、残余量 

注 1：2013 年の GHG 排出量は 1343 Mt-CO2e
 

注 2：GDRs の場合、1990〜2100 年のカーボン・バジェット自体がマイナス値になる 

注 3：いずれの数値も LULUCF と京都ユニットによる削減を除く 

GHG 排出削減 

努力分担方法 

カーボン・バジェ

ット（1990-2100年: 

Gt-eCO
2
e） 

カーボン・バジ

ェット消化割合

（1990-2013 年） 

残余カーボン・バジ

ェット（2014-2100

年: Gt-eCO2e） 

2014 年からも同量の GHG 排出を

続けた場合にカーボン・バジェッ

トがゼロになる時期（年）（注１） 

CPE 54 57% 23 2031 

CDC 51 61% 20 2028 

GDRs -25 >100% なし 注 2 

政府目標（NCA:

参考シナリオ） 
69 45% 39 2042 
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4.2.  カーボン・バジェットに基づく例示

的 GHG排出経路 

 まず前出の表 2、そして図 4、図 5、表 3 が示す

ように CPE および CDC の下での GHG 排出経路

とレファレンス・シナリオである NCA の場合の

GHG 排出経路との間には大きな隔たりがある。 

 また、図 4 および表 3 が示すように、2020 年に

おける日本の「公平」な GHG 排出量は、CPE お

よび CDC でシナリオ A（2014 年から即時に排出

削減）の場合、それぞれ 1990 年比 −22%および

−27%となる。2030 年については、日本にとって 3

つのアプローチの中で最も緩い努力分担方法であ

る CPE の場合でも、シナリオ A（2014 年から即

時に排出削減）の場合、日本は同年までに 1990 年

比 54%を削減することになる（CDC の場合は 66%

削減）。 

これらは、中央環境審議会地球環境部会が行っ

た「総発電電力量に占める原子力発電の割合が

35%の場合で 2030 年に 1990 年比 35%の GHG 排

出削減」という技術積み上げ型モデルに基づく試

算（MOE 2012）よりも大きい。2050 年について

は、CPE および CDC の場合、1990 年、2005 年、    

 

2010 年のいずれを基準年に定めても、95%削減へ

の収斂という大幅な削減が求められる（図 4、表 3）。 

 さらに、シナリオ B（2020 年まで排出削減を遅

延）で CPE および CDC の場合、いずれの努力分

担方法での GHG 排出量も 2040 年までに 1990 年

比 95%削減することになる（図 5）。この場合、

年間平均 GHG 排出削減量は 89～136Mt-CO2e/年

の間であり、これは図 1 で示した 2007～2008 年

の間に起きた世界金融危機による日本での著しい

GHG 排出量減少（83Mt-CO2e/年）を超える大き

さである。すなわち排出削減が 2020 年まで行われ

ない場合、日本の GHG 排出量を CPE および CDC

によって算出されたカーボン・バジェット内に収

めることは極めて困難となることを示唆している。 

 レファレンス・シナリオである NCA では、現行

の 2020 年までの政府目標を変更して、2014 年か

ら排出削減を開始すれば GHG 排出経路はより緩

やかなものになる（図 4、図 5）。表 3 は、日本が

2020年までに排出量を1990年比12%削減すると、

NCAでの累積GHG排出量内に抑えるために2050

年までに必要な削減は 1990 年比 69%となること

を示す。 

 

図 4. シナリオ A（2014 年から排出削減開始）における CPE、CDC、NCA での 

日本の例示的 GHG 排出経路 
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図 5. シナリオ B（2020 年まで排出削減を遅延）における CPE、CDC、NCA での 

日本の例示的 GHG 排出経路 

 

 

 

 

表 3. 日本の現行の削減目標およびシナリオ A（2014 年から排出削減開始）における 

CPE、CDC、NCA での中長期 GHG 排出量 

時期

（年） 

政府 

目標 
CPE CDC NCA（レファレンス） 

vs. 1990 

（%） 

vs. 1990 

（%） 

vs. 2005 

（%） 

vs. 2010 

（%） 

vs. 1990 

（%） 

vs. 2005 

（%） 

vs. 2010 

（%） 

vs. 1990 

（%） 

vs. 2005 

（%） 

vs. 2010 

（%） 

2020 +3.1 -22  -27 -21 -27 -31 -26 -12 -17 -11 

2030 N.A. -54  -57 -54 -66 -68 -66 -30 -35 -30 

2050 -80 -95  -95 -95 -95 -95 -95 -69 -71 -67 
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 図 4 と図 5 を比較すると、シナリオ B（2020 年

まで排出削減を遅延）でレファレンスである NCA

の場合の年間平均排出削減量（36Mt-CO2e/年）は、

シナリオ A（2014 年から即時に排出削減）で CPE

の場合の年間平均 GHG 排出削減量（41Mt-CO2e/

年）にほぼ等しい。ちなみに、これらの場合の年

間平均 GHG 排出削減率は、1981 年のソビエト連

邦崩壊後に見られた年間平均 GHG 排出削減率（2

〜4%）および 1973 年の第一次オイル・ショック

以降にスウェーデンとフランスで見られた年間平

均 GHG 排出削減率（2〜3%）に匹敵するか、より

大きい（Riahi et al. 2014）。 

 以上の結果は、2℃目標達成に必要なカーボン・

バジェットおよび公平性を考慮した場合、COP19

において表明した日本の新目標（「ワルシャワ目

標」）では 2020 年以降に自国に課す GHG 排出削

減義務が達成困難なものになる可能性が高く、日

本は現行の 2020 年までの削減目標を維持するよ

りも、これをより厳しくすることが合理的である

ことを示唆する。 

4.3.   カーボン・バジェット内に抑えるた

めの追加的クレジット 

  

カーボン・バジェットの考え方では、実際の国

内 GHG 排出量だけではなく、海外から国際的なオ

フセット・クレジットを獲得することで蓄積 GHG

排出量を割り当てられたカーボン・バジェット内

に収めることが可能である。長期的には、日本の

国内 GHG 排出量はゼロとなることが求められる

ものの、短中期的には、本研究で検証したシナリ

オで要求される大幅な排出削減を勘案すると、他

国からのクレジット獲得が重要な選択肢となり、

削減目標達成に必要な全体費用の削減になる。 

 表 2 が示す通り、CPE および CDC の場合に必

要な追加的排出削減量は、レファレンスである

NCA と比較すると 16～19Gt-CO2e になるiv。図 6

は、前述の追加的排出削減量を 2014～2100 年の間

に海外から獲得しようとすると年間平均クレジッ

ト獲得量はおよそ 180～220Mt-CO2e/年であるこ

を示し、これは日本の 1990 年 GHG 排出量の 14

～17%に相当する。また、2014～2050 年の間での

獲得量は、日本の 1990 年 GHG 排出量の 34～40%

にあたる 420～510Mt-CO2e/年となる。これは、日

本政府および日本の民間企業が京都目標達成のた

めに獲得した京都ユニット獲得量（74Mt-CO2e/年）

に比較してはるかに大きいv。

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6. 日本がカーボン・バジェット内に GHG 排出量を抑えるためにレファレンス・                    

シナリオである NCA に対して追加的に獲得が必要な海外クレジット量 
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5.  議論 

 本研究は、一般に広く参照される公平性の基準

あるいは原則に基づいて 2℃目標達成に必要な日

本のカーボン・バジェットおよび GHG 排出経路を

算出し、これと日本の現行の GHG 排出削減数値目

標や政策との比較を行った初めての研究である。

本節では、本研究にて導かれた結果の意義、現在

の日本のエネルギー政策への示唆、そして研究方

法自体について論じる。 

5.1.  研究結果の意義 

 本研究結果の意義は以下のように整理できる。 

第一に、本研究では日本においてこれまで十分

に検討されなかった公平性および 2℃目標との整

合性を考慮しながら 2020 年以降の日本の GHG 排

出削減数値目標を論じた。これまでの数値目標を

めぐる国内議論は、「責任」「能力」「平等」と

いう一般的な公平性基準よりも、主に「削減ポテ

ンシャル」「費用対効果」などの GHG 排出削減技

術導入可能性や効率性基準、そして「国内有権者

の支持の有無」などを中心に展開してきたと思わ

れる。例えば、日本政府が 2009 年に当時の自民党

政権（麻生内閣）のもとで GHG 排出削減数値目標

を策定した際に、排出削減の努力分担方法として

は、「限界削減費用（Marginal Abatement Cost: 

MAC）均等アプローチ」および「GDP 当たり追加

費用均等アプローチ」が用いられ、最終的な目標

削減量は後者のアプローチによる試算に概ね合致

していた（The Cabinet 2009）。これに対し、本

研究にて用いたカーボン・バジェット・アプロー

チの考え方は、IPCC 第 5 次評価報告書（IPCC AR5）

で参照されている公平性の基準や原則、2100 年ま

での累積 GHG 排出量、2℃目標との長期的な整合

性などに重きを置く。 

第二に、本研究では、2℃目標と公平性を考慮し

た GHG 排削減努力分担方法である CPE および

CDC の場合、日本の残余カーボン・バジェットは、

日本政府の現在の 2020 年および 2050 年の削減目

標に基づくレファレンス・シナリオである NCA が

示す 2100 年までの予想累積 GHG 排出量の 50～

60%であることを明らかにした。また、現在の排出

レベルで日本が GHG 排出を続けると、2030 年代

前半にはカーボン・バジェットという「予算」を

使い果たしてしまうことも示した。これらの結果

は、現在日本政府が目標として掲げる排出削減量

と、2℃目標達成および日本に対する「公平」な努

力分担を考えた場合の排出削減量との間には大き

な隔たりがあることを意味する。 

 第三に、GHG 排出削減行動の先延ばしが日本の

辿り得る GHG 排出経路に大きな影響を及ぼすこ

とも示した。確かに、2011 年 3 月の福島第一原発

事故で将来のエネルギー政策の見通しが悪くなり、

日本政府にとっては野心的な排出削減計画や活動

を策定し難い状況にある。それでも、より積極的

な削減行動に直ちに着手する重要性を本研究結果

は示唆する。特に、原子力発電に頼れなくなった

分が石炭火力発電などで代替されると GHG 排出

が「固定化（ロック・イン）」されて、日本の将

来の排出削減に大きな影響を及ぼす（本稿の 5.2

にて詳細に後述する）。一般に、排出削減の先延

ばしは、短期的には削減負担とそれにかかる費用

を下げるものの、中長期的にはより厳しい排出削

減を強いることになり、削減努力にかかる長期的

費用も考慮した全体費用は増す。社会に残される

選択肢は減り、気候変動の発生リスクも大きくな

る（UNEP 2013）。 

 第四に、日本が費用対効果を考慮しながら本研

究で算出したカーボン・バジェット内に GHG 排出

量を抑えるためには、自国での排出増をオフセッ

トできる他国からのクレジット獲得が以前に増し

て重要となる。本研究では、この海外クレジット

獲得必要量を定量的に示した。 

 以上から、本研究でおこなった日本のカーボ

ン・バジェットおよび GHG 排出経路の算出は、日
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本の具体的な GHG 排出削減数値目標や政策を議

論し策定する際に参考となるものであり、日本の

削減努力を国際社会が評価する際の基準にもなり

うる。 

 なお、「世界全体のカーボン・バジェットを各

国に割り当てるという考えはゼロサム・ゲーム的

な発想に基づくものであり、国連などでの国際交

渉の進展に貢献しない」という議論も可能である。

しかし、公平性原則に基づいて試算された具体的

な数字がなければ、各国の約束削減目標を客観的

に評価することは困難である。その意味で本研究

は一定の想定条件下ながらも 2020 年以降の GHG

排出削減数値目標の野心度向上のための参考値を

示している。 

5.2.  日本のエネルギー政策への示唆 

 ここでは、カーボン・バジェットに関連付けな

がら、日本の現在のエネルギー政策を論じる。 

5.2.1.   石炭火力発電の新設による GHG排出

の固定化 

 まず新設が予想される石炭火力発電所からの

GHG 排出量を考える。実際に、2011 年 3 月の福

島第一原子力発電所の事故を受け、現在、複数の

電力会社および企業が火力発電所の発電量増加を

計画中であり、これは前述の GHG 排出の「固定化

（ロック・イン）」につながるvi。2014 年 7 月時

点で、日本の 5 電力会社（東京、東北、関西、中

部、九州）は総発電設備容量 1140 万キロワットの

新規火力電源の入札を発表している（Kiko 

Network 2014）vii。この新規電源の大半は石炭火

力とされており、このような状況は 2020 年以降も

続く可能性がある（Kiko Network 2014; Reuters 

2014）。この 1140 万キロワットが全て石炭火力発

電になると仮定すると、1990 年比で日本の GHG

排出量のおよそ 5%にあたる約 68Mt-CO2e/年の排

出量増加となる。石炭火力発電所の耐用年数を 40

年間とすると、総 GHG 排出量は 2.7Gt-CO2e であ

りviii、これは、CPE および CDC における 2014 年

から 2100 年までの日本のカーボン・バジェットの

12〜14%、NCA の 7%に相当する。 

5.2.2.   再生可能エネルギーおよび省エネルギ

ーの可能性 

 化石燃料依存型技術による GHG 排出の「固定化

（ロック・イン）」を最小限に留めるには、再生

可能エネルギーおよび省エネルギーの推進が重要

である。現在、日本においても再生可能エネルギ

ー固定価格買取制度（FIT）の整備が進み、化石燃

料による発電の増加を食い止める原動力になろう

としている。2012 年 7 月の FIT 開始以来、2014

年 3 月時点で、6900 万キロワットの再生可能エネ

ルギー電源が認可されたix。政府発表の発電所利用

率（NPU 2011）に基づいて試算するとx、2014 年

3 月時点に FIT で認可を受けた再生可能エネルギ

ーは、フル稼働した場合には 840 億キロワット時/

年の発電が可能である。これは、前述した発電設

備容量 1140 万キロワットの石炭火力発電所の発

電量（900 億キロワット時/年）に近い。再生可能

エネルギーの導入は、その大きなポテンシャルを

考慮すると、制度設計次第では火力発電所建設に

歯止めをかける可能性がある。 

 省エネルギーに関しても、例えば、家庭・業務

部門におけるエネルギー消費量が削減されれば、

化石燃料による発電などを最低限に留めることが

可能となり得る。図 7 は、日本におけるエネルギ

ー起源 CO2排出量（電力消費による間接排出を含

む）を示す。これより家庭・業務部門におけるエ

ネルギー起源 CO2の排出量削減は、京都議定書目

標達成計画（KPTAP）での必要削減量に比べると

十分でないことがわかる。この事は、福島第一原

子力発電所事故による影響や GDP 成長率が

KPTAP での予測よりも低く推移したことを考慮

しても言いうるxi。したがって、図 7 は、家庭・業

務部門における排出量の大部分は電力消費に起因
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    図 7.  京都議定書目標達成計画における排出目標と実際の排出量との比較 

注：日本の 2008～2012 年における間接排出を含むエネルギー起源 CO2 排出量 

出典：Government of Japan（2008）、GIO（2014） 

 

した石炭火力による 1140 万キロワットの発電に

伴う CO2排出と同等の量を回避することが可能で

あることを示唆している。 

5.2.3.    原子力発電所再稼働 

既存の原子力発電所の再稼働によって、日本が

どの程度カーボン・バジェット内に GHG 排出量を

抑えることができるかを算出することも興味深い

（Skea et al. 2013）。本稿の執筆時である 2014

年 8 月時点で、日本国内全ての原子力発電所は運

転を停止しており、13 発電所の原子炉 19 基につ

いては原子力規制委員会に対して運転再開の申請

が行われている（NRA 2014）。日本エネルギー経

済研究所の原子炉データに基づく予測（IEEJ 2013）

では、この原子炉 19 基が仮に全て運転を再開する

と、2015 年の原子力発電による発電設備容量は約

1900 万キロワットとなるxii。耐用年数を 40 年、発

電能力を 70%と仮定した場合、上記原子炉は 2015

年から耐用期間中に約 2 兆キロワット時を発電し、

これは石炭火力発電による約 1.5Gt の CO2排出量

を回避する。この量は、2012 年の国内 GHG 排出

量（LULUCF を除く）よりわずかに多く、本稿 4.1．

の表 2 に示した CPE および CDC における 2014

～2100 年の残余カーボン・バジェットのそれぞれ

7%と 8%に相当する。また、2020 年と 2030 年に

おいては、それぞれ日本の 1990 年 GHG 排出量の

7%と 5%になる。運転再開が可能な原子炉 37 基が

2015 年にすべて再稼働したと想定すると、耐用期

間に約 3.5 兆キロワット時を発電し、石炭火力発電

により排出される約2.6GtのCO2排出を回避する。 

5.3.  研究方法に関する議論 

 本研究には方法論において主に 2 つの論点があ

り、それらを本節にて論じる。 

 第一に、本研究で 1990～2100 年の世界全体のカ

ーボン・バジェットとして設定した 1800Gt-CO2e

（LULUCF を除く）は、2℃目標達成に必要な

GHG 排出経路に関するモデル分析結果の中で小

さな方の部類に属する数値である（Höhne et al., 

2014a）。したがって、「算出されたカーボン・バ
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ジェットは過度に小さい」という議論も可能では

ある。しかし、逆に本研究で用いたカーボン・バ

ジェットの数値は、UNFCCC において実際に行わ

れている国際交渉の実態を反映したものだとも考

えられる。なぜなら、交渉では現在、小島嶼国や

低開発国などの温暖化の被害に対してより脆弱な

国々は、全球平均気温上昇を産業革命以前の 1.5℃

以内に抑えることを強く主張しているからである

xiii。その意味で、本研究において用いたカーボン・

バジェットの数値は、UNFCCC において実際に行

われている各国の数値目標やコミットメントに関

する国際交渉の実態を反映したものと言える。 

 第二に、本研究では Höhne et al.（2014a）が提

案した7つのGHG排出削減努力分担方法のすべて

を検討している訳ではない。前述した通り、日本

は国全体の GDP 当たりのエネルギー消費が少な

いことなどから、日本の政策策定者は、「限界削

減費用均等アプローチ」と「GDP 当たり均等費用

アプローチ」にそれぞれ代表される「費用対効果」

および「能力」という基準に基づく削減努力分担

方法を支持する傾向がある。たしかに Höhne et al.

（2014a）によると、本研究で考察した 3 つの削減

努力分担方法では、日本のような国に対しては「能

力」あるいは「費用対効果」という基準を重視し

た努力分担方法よりも大きな排出削減目標が導か

れる。しかし、CPE および CDC は、本論文の 2.1

で紹介した 7 つの努力削減分担方法の中では、日

本のような国に対してとりわけ厳しいものでない

ことが既存研究によって示唆されている。例えば、

Höhne et al.（2014a）は、「日本、オーストラリ

ア、ニュージーランド」を対象に、 40 以上の既存

論文にて報告された必要な排出削減量の比較を行

っており、そこでは必要とされる排出削減は「責

任・能力・発展権利（努力分担方法としては本研

究における GDRs に当たる）」を用いた場合に最

も厳しくなることを示している一方で、「能力」

基準では最も緩やかな数値が導かれている。すな

わち、GHG 排出削減負担分担方法として本研究の

CPE および CDC において参照した「均等」およ

び「段階的」という基準に拠る努力分担の大きさ

は、前述の努力分担に関する 2 つの基準（「責任・

能力・発展権利」と「能力」）に拠る努力分担の

中間に位置し、「費用対効果」および「能力」と

いう基準に拠る排出削減幅の下限値に近い。 

 なお、CPE および CDC 以外の GHG 排出削減

の努力分担方法を用いた試算として、例えば、Hof 

et al.（2012）がある。この研究では、「限界削減

費用均等アプローチ」および「GDP 当たり費用均

等アプローチ」を採用した場合の日本の 2030 年の

排出削減量を本研究と同じような方法論を用いて

算出している。それによると、数値自体を本研究

の分析結果と直接的に比較するのは難しいものの、

それぞれ 1990 年比で 36%および 34%削減として

いる。一方、本研究でも用いた CPE の場合は、こ

れらよりも約 10%厳しい 45%削減と算出している。 

 ただし、本稿 3.1．でも述べたように、「費用対

効果」は最新の IPCC 第 5 次評価報告書の第三作

業部会報告書（IPCC 2014）においては公平性に

関する基準に拠った GHG 排出削減努力分担方法

として位置づけられていない。すなわち、同報告

書においては、「費用対効果」は、他の「公平」

な努力分担方法とは区別されていて、算出された

数値はレファレンス（参考値）に留められている。

これは、「費用対効果」には、前述した公平性に

関する代表的な 3 つの基準である「責任」「能力」

「均等」のいずれも含まれておらず、公平性より

も効率性に関する基準に拠るものだからである。

さらに、「限界削減費用均等アプローチ」および

「GDP 当たり費用均等アプローチ」xivにおいて重

要な役割を持つ各国・地域の GHG 限界排出削減費

用曲線は、様々な異なる前提あるいは仮定に基づ

くため、モデル間で大きく数値が異なる。したが

って、数値の妥当性などに関する研究者間および

国際社会全体での合意形成が難しいことも留意す

べき点である（Hanaoka and Kainuma 2012）。 
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6.  結論 

 本研究は、2℃目標と公平性を考慮した場合の

1990～2100 年までの日本のカーボン・バジェット

を算出し、日本が算出されたバジェットを超えな

いための 2100 年までの GHG 排出経路を明らかに

した。また、算出したカーボン・バジェットと、

日本政府の現行の 2020 年および 2050 年までの

GHG 排出削減数値目標を変更しない場合の 2100

年までの累積GHG排出量およびGHG排出経路と

の比較を行った。 

 その結果、公平性を考慮したものとして一般的

に広く参照される GHG 排出削減努力分担方法で

ある CPE および CDC の場合の 1990 年から 2100

年までの日本のカーボン・バジェットは、それぞ

れ 51Gt-CO2e および 54Gt-CO2e と算出された。こ

のうちの約 31Gt-CO2e を、日本はすでに 2013 年

までに排出している。また、本研究は、レファレ

ンスである現行の政府目標シナリオである NCA

の場合、日本の 1990 年から 2100 年までの累積

GHG 排出量は 70Gt-CO2e となることを示した。

これは前述の 2℃目標達成を考慮した「公平」な日

本のカーボン・バジェットよりも 16Gt-CO2e から

19Gt-CO2e だけ大きい。CPE および CDC の場合

での日本の残余カーボン・バジェットは、レファ

レンスである NCA に基づいた日本の 2100 年まで

の排出量の約半分である。日本が現在のペースで

GHG を排出し続けると、遅くとも 2031 年には残

余カーボン・バジェットを使い切ることとなる。

さらに、GDRs における 1990～2100 年の日本のカ

ーボン・バジェットは、日本が持つ「責任」と「能

力」の大きさからすでにマイナス値となっている。 

 本研究において用いた2つのGHG排出削減努力

分担方法（CPE および CDC）で算定された GHG

排出経路は、日本は現行の「ワルシャワ目標（90

年比 3.1％増加）」を維持するべきか、あるいは変

更して直ちに積極的な排出削減を行うべきか、そ

してどのような GHG 排出削減に関する数値目標

を持つべきかについて多くの示唆を与える。 

 具体的には、2013 年以降、すぐに GHG の排出

削減が実行されると仮定した場合、CPE および

CDC の下では、2020 年の日本の GHG 排出削減量

（LULUCF を除く）は 1990 年比 22～27%となる。

これは、ワルシャワでの COP19 で日本が公表した

2020 年までの GHG 削減目標である「ワルシャワ

目標（90 年比 3.1％増」よりも厳しい数値で、日

本の「コペンハーゲン目標（90 年比 25％削減）」

に近い数値である。 

 2030 年の GHG 排出削減必要量に関しては、同

じく 2013 年以降、すぐに GHG の排出削減が実行

されると仮定した場合、CPE および CDC の下で

は、1990 年比 54～66%、排出削減行動を 2020 年

まで先延ばしにした場合では 95%となる。 

なお、現行のワルシャワ目標に従って 2020 年ま

で排出削減行動を先延ばしにした後に日本がカー

ボン・バジェット内に GHG 排出量を収めようとす

る場合、そのために必要な年間平均 GHG 排出削減

量は、2007 年から 2008 年の世界金融危機の時期

における日本の年間平均 GHG 排出削減量とほぼ

同じか、あるいはそれよりも大きいものが必要と

される。また、2020 年から 2050 年までの年間平

均 GHG 排出削減割合は、日本政府の現行の中長期

的 GHG 排出削減目標に基づくと、2014 年からの

即時行動にて CPE を実施した場合に 2014 年から

2050 年の期間に必要な年間平均 GHG 排出削減割

合とほぼ同じである。 

 本研究では、CPE および CDC の場合、日本が

カーボン・バジェット内に GHG 排出量を収めるた

めに追加的に海外からの獲得が必要なクレジット

量もレファレンスの NCA に比較して算出した。 

その結果、必要な海外クレジットは、年間平均で

2100 年までは日本の 1990 年排出量の 14～17%、

2050 年までは同排出量の 34～40%になる。 

 現時点では、GHG 排出削減数値目標に関して各
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国がどのような公平性基準、原則そして具体的な

排出削減努力分担方法を考えるかは不明である。

しかし、それぞれの国が自国の状況や事情のみを

反映した議論を展開し、国際社会全体のコミット

メントをより 2℃目標達成に近いレベルまで上げ

ることが難しいことは十分に予想される。したが

って、カーボン・バジェットや公平性に関する議

論を深め、各国が提出した GHG 排出削減に関する

数値目標やコミットメントを、研究機関、NGO、

そして国際社会全体が事前および事後に定量的に

評価することは非常に重要である（Tamura et al. 

2013）。本研究の中で言及した多数の調査研究お

よび本研究の算出結果が、各国の数値目標あるい

はコミットメントの「公平性」「受容可能性」「妥

当性」などを判断する材料となり、国際交渉の進

展を促進することによって気候変動に対する国際

社会の取組みの前進に寄与することを願う。 
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脚注 

                                                      

i 「京都ユニット」とは、国際排出量取引やクリーン開

発メカニズムなどの京都メカニズムへの参加により発

生、相殺、獲得、移転される排出枠の総称（UNFCCC 

2008）。 

ii Global Common Institute（GCI）の「収縮と収斂」

に関しては、下記 URL の GCI のホームページ

http://www.gci.org.uk/cbat-domains/Domains.swf   

を参照されたい。 

iii 森林による CO2吸収の 2020 年目標値は 38Mt-CO2/

年と日本政府によって報告されている（Government of 

Japan 2013）。 

iv 本研究では、CPE および CDC の場合に、NCA に比

較した追加的 GHG 排出削減量を海外クレジットによっ

て達成すると想定してクレジット獲得量を試算した。し

かし、レファレンスとした NCA が示す現在の削減目標

達成（遵守）のために海外クレジットを獲得することも

予想される。その場合、クレジット獲得量はより大きく

なる。 

v 京都議定書第一約束期間という短期的な海外クレジッ

ト獲得量と2050年や2100年といった将来的な海外クレ

ジット獲得量を比較するのは意味がないという指摘は

あるかもしれない。しかし、本研究で行ったこのような

比較は、少なくとも日本が将来にわたって相当量のクレ

ジットを海外から獲得せざるを得ないことを明確に示

している。 

vi 現在、日本政府は石炭火力発電所の輸出も推進してお

り、国際協力銀行や日本貿易保険へ公的資金を投入して

いる（Kuramochi et al. 2012; Nakhooda et al. 2013）。

対照的に、米国政府、EU、世界銀行などは石炭火力発

電所の輸出に係る公的支援を停止している。 
vii 2014 年 9 月時点で、東京電力による 68 万キロワッ

ト分の入札募集は締め切られている。 
viii 予測値の仮定：「経済産業省総合エネルギー統計」

による石炭の CO2排出係数 90.6g/MJ（高位発熱量ベー

ス）（資源エネルギー庁 2013）、経済産業省・環境省

「CO2排出ガイドライン」による、900〜1100 MW 発電

能力を有す超々臨界発電所に関する平均電力換算効率

43%（総量、高位発熱量ベース）（METI and MOE 2013）、

平均利用率 90%。 
ix 2014 年 3 月時点で稼働している認証済電源は全体の

15%以下である（METI 2014）。 
x それぞれ、太陽光 12%、風力 20%、小•中規模水力 60%、

バイオマス（石炭燃焼）・地熱 80%。 

                                                                                   

xi 京都議定書目標達成計画における産業部門の GHG 排

出削減目標は、経団連の自主行動計画に基づいており、

他の部門との関係において必ずしも公平な目標とは言

えないとも論じられている（Joint Statement by the 

Environmental NGO 2007）。 
xii 福島第一•第二原子力発電所の全原子炉と耐用年数で

ある 40 年を過ぎた原子炉を除く。 
xiii 厳しいカーボン・バジェットの設定は本研究の目的

にも合致する。すなわち、本研究の目的が、「野心的」

や「公平性」という曖昧な概念を明確に定義した上で、

各国が誓約した削減目標と、科学的に算出された各国の

「必要な削減努力の公平な分担」との差異を定量的に評

価し議論することだからである。前述のように日本にお

ける政策決定の過程では、このような議論がほとんど行

われていなかった（The Cabinet 2009）。 
xiv Höhne et al.（2014b）は、「GDP 当たり費用均等ア

プローチ」は、公平性の基準の一つである「能力」を参

照した GHG 排出削減努力分担方法と分類している。し

かし、2014 年 9 月 19 日に筆者らが直接 Höhne に確認

したところ、「GDP 当たり費用均等アプローチ」は「能

力」に加えて「費用対効果」の要素も含むというコメン

トを得た。 


